
10

20

30

40

50

JP 2021-523332 A5 2022.5.16(1)

【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ５ 部 門 第 ２ 区 分
【 発 行 日 】 令 和 4 年 5 月 1 6 日 ( 2 0 2 2 . 5 . 1 6 )
　
【 国 際 公 開 番 号 】 W O 2 0 1 9 / 2 1 5 6 6 9
【 公 表 番 号 】 特 表 2 0 2 1 - 5 2 3 3 3 2 ( P 2 0 2 1 - 5 2 3 3 3 2 A )
【 公 表 日 】 令 和 3 年 9 月 2 日 ( 2 0 2 1 . 9 . 2 )
【 出 願 番 号 】 特 願 2 0 2 0 - 5 6 3 6 0 1 ( P 2 0 2 0 - 5 6 3 6 0 1 )
【 国 際 特 許 分 類 】
   Ｆ １ ６ Ｋ 9 9 / 0 0 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
   Ｂ ４ １ Ｊ 2 / 1 4 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
   Ｂ ８ １ Ｂ 3 / 0 0 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
   Ｂ ０ ５ Ｃ 5 / 0 0 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
【 Ｆ Ｉ 】
　 Ｆ １ ６ Ｋ 9 9 / 0 0 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｂ ４ １ Ｊ 2 / 1 4 ３ ０ １  　 　 　
　 Ｂ ４ １ Ｊ 2 / 1 4 ６ １ １  　 　 　
　 Ｂ ８ １ Ｂ 3 / 0 0 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｂ ０ ５ Ｃ 5 / 0 0 １ ０ １  　 　 　
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 5 月 3 日 ( 2 0 2 2 . 5 . 3 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
従 来 の 印 刷 技 術 に は い く つ か の 欠 点 が あ る 。 例 え ば 、 連 続 イ ン ク ジ ェ ッ ト プ リ ン タ に は 、  
排 除 す る の が 難 し い 特 定 の 欠 陥 が あ る 。 イ ン ク の 供 給 部 か ら 液 滴 を 生 成 す る プ ロ セ ス は 、  
例 え ば 、 望 ま し く な い 方 向 に （ 例 え ば 、 対 象 物 か ら 離 れ て ） イ ン ク が 滴 下 す る 原 因 と な り  
、 保 守 要 件 に な る 可 能 性 が あ る 。 さ ら に 、 補 給 液 は 蒸 発 の 結 果 と し て 経 時 的 に 失 わ れ 、 継  
続 的 な 補 充 を 必 要 と す る 。 そ の 他 の 保 守 費 用 、 例 え ば 劣 化 に よ る オ リ フ ィ ス プ レ ー ト の 修  
理 も 必 要 と な る 。
こ の 出 願 の 発 明 に 関 連 す る 先 行 技 術 文 献 情 報 と し て は 、 以 下 の も の が あ る （ 国 際 出 願 日 以  
降 国 際 段 階 で 引 用 さ れ た 文 献 及 び 他 国 に 国 内 移 行 し た 際 に 引 用 さ れ た 文 献 を 含 む ） 。
（ 先 行 技 術 文 献 ）
（ 特 許 文 献 ）
    （ 特 許 文 献 １ ）   米 国 特 許 出 願 公 開 第 ２ ０ １ ４ ／ ３ ３ ３ ７ ０ ３ 号 明 細 書
    （ 特 許 文 献 ２ ）   米 国 特 許 出 願 公 開 第 ２ ０ ０ ３ ／ ０ ３ ０ ７ ０ ５ 号 明 細 書
    （ 特 許 文 献 ３ ）   米 国 特 許 出 願 公 開 第 ２ ０ ０ ６ ／ ２ ０ ９ １ ３ ７ 号 明 細 書
    （ 特 許 文 献 ４ ）   国 際 公 開 第 ２ ０ １ ６ ／ ０ ３ ０ ５ ６ ６ 号
    （ 特 許 文 献 ５ ）   国 際 公 開 第 ８ ６ ／ ０ ５ ７ ２ ２ 号
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